
は
じ
め
に

『
官
報
』
は
明
治
十
六
年
七
月
二
日
に
創
刊
さ
れ
た
政
府
公
報
紙
で
あ
り
、
現

在
に
至
る
ま
で
発
行
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。『
官
報
』
創
刊
以
前
は
、
慶
応
四
年

二
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
太
政
官
日
誌
』
が
公
報
紙
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
明

治
十
年
一
月
に
廃
刊
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
間
、
言
論
界
で
は
新
聞
を
中
心
と
し
て

議
論
が
活
発
に
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
政
府
を
激
し
く
攻
撃
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。『
官
報
』
は
、
反
政
府
的
な
論
陣
を
張
る
諸
新
聞
に
対
抗
し
て
、
世

論
を
誘
導
す
る
主
導
権
を
政
府
側
に
奪
回
す
る
た
め
の
切
り
札
と
し
て
創
刊
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
官
報
』
創
刊
直
前
・
直
後
に
焦
点
を
絞
り
、
従
来
の

通
説
を
批
判
、
再
検
討
し
、『
官
報
』
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
が
本
論
の
目

的
で
あ
る
（
１
）
。

な
お
、
本
論
で
は
引
用
文
を
除
き
、
実
際
に
発
行
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
直
接
連
な
る
も
の
を
『
官
報
』、
一
般
的
に
政
府
が
発
行
す
る
新
聞
と
し
て

の
も
の
、
あ
る
い
は
「
私
報
」（
後
述
）
と
対
に
な
る
概
念
と
し
て
の
も
の
を

「
官
報
」、
創
刊
直
後
で
あ
る
こ
と
を
強
調
、
あ
る
い
は
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
も

の
と
明
確
に
区
別
す
る
際
に
は
初
期
『
官
報
』、
と
便
宜
的
に
区
別
し
て
表
記
す

る
こ
と
と
す
る
。

＊
引
用
文
は
、
漢
字
を
常
用
漢
字
に
、
か
な
（
カ
タ
カ
ナ
、
変
体
仮
名
）
を
平
仮

名
に
改
め
、
句
読
点
と
濁
点
を
補
っ
た
。

第
一
章

「
官
報
」
と
「
私
報
」

『
官
報
』
創
刊
の
直
接
の
契
機
は
、
明
治
十
五
年
三
月
下
旬
に
三
条
実
美
太
政

大
臣
に
提
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
山
県
有
朋
の
建
議
書
（
２
）
で
あ
る
。
山
県
建
議
書
に

よ
れ
ば
、
反
政
府
派
新
聞
は
政
府
施
策
を
曲
解
し
た
偏
向
的
な
報
道
を
行
っ
て
お

り
、
世
論
の
趨
勢
は
施
政
上
す
こ
ぶ
る
不
利
な
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
政
府

は
特
別
に
世
論
誘
導
策
を
講
じ
て
き
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
反
政
府
派
新
聞

初
期
『
官
報
』
の
分
析

梶

谷

育

郎

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
号

二
〇
〇
六
年
三
月

233



に
、
政
府
に
先
ん
じ
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
一
般
人
民
に
植
え
付
け
る
余
地
を

与
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
山
県
は
「
政
府
は
宜
し
く
其
主
義
と
旨
趣
と
を

発
露
し
て
、
広
く
之
を
衆
に
示
し
、
人
を
し
て
準
を
望
で
正
路
を
取
る
所
あ
ら
し

む
べ
し
。
而
之
を
為
す
事
如
何
、
新
紙
を
発
行
す
る
に
若
く
は
な
し
（
３
）
」
と
政
府
が

新
た
に
新
聞
を
発
行
し
て
、
そ
の
紙
面
上
で
政
府
の
主
張
を
顕
す
こ
と
が
最
善
で

あ
る
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
政
府
新
紙
」
は
反
政
府
派
新
聞
に
対
抗
し
て
、
世
論
誘
導
の

主
導
権
を
政
府
側
に
奪
回
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
創
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。「
其
紙
面
に
は
事
の
細
大
を
問
わ
ず
一
切
の
政
令
諭
達
等
を
載
せ
（
４
）
」

る
、
と
法
令
公
布
手
段
と
し
て
の
機
能
も
「
官
報
」
は
持
つ
も
の
と
さ
れ
た
が
、

こ
の
段
階
で
は
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
二
義
的
な
目
的
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
（
５
）
。

「
政
府
新
紙
」
発
行
の
前
提
に
は
、
親
政
府
系
新
聞
と
の
連
携
が
あ
っ
た
。「
新

紙
は
官
報
を
経
と
し
、
私
報
を
緯
と
す
。
官
報
と
は
何
ぞ
。
政
府
公
然
新
紙
を
発

行
し
、
其
主
義
政
道
を
明
に
す
る
も
の
を
云
う
。
私
報
と
は
何
ぞ
。
政
府
陰
か
に

私
社
を
助
け
て
新
紙
を
発
行
せ
し
め
、
私
報
を
以
て
輿
論
を
争
う
も
の
を
云
う
（
６
）
」

と
、
政
府
が
直
接
編
集
・
発
行
す
る
「
官
報
」
単
独
で
は
な
く
、
政
府
を
擁
護
す

る
論
説
を
掲
載
す
る
新
聞＝

「
私
報
」
と
と
も
に
世
論
誘
導
を
図
る
と
さ
れ
た
。

「
官
報
能
く
之
を
示
し
て
、
私
報
能
く
之
を
述
ぶ
（
７
）
」
と
い
う
一
文
が
、
端
的
に

「
官
報
」
と
「
私
報
」
の
役
割
を
表
し
て
い
る
。「
官
報
」
は
「
唯
だ
政
道
主
義
を

明
に
す
る
を
要
す
。
社
説
の
類
を
載
せ
、
之
を
以
て
討
論
の
筆
を
弄
す
る
の
場
と

な
す
べ
か
ら
ず
（
８
）
」
と
、
論
説
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
政
府
系
新
聞
か
ら
の

反
駁
を
招
く
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
た
め
、「
官
報
」
に
は
論
説
を
掲
載
し
な
い

方
針
で
、「
更
に
外
に
在
て
暗
に
之
を
応
援
補
助
す
る
も
の
（
９
）
」
で
あ
る
「
私
報
」

の
存
在
が
世
論
誘
導
の
た
め
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
。

明
治
十
六
年
四
月
二
十
二
日
、
約
一
年
の
準
備
期
間
を
経
て
、『
官
報
』
の
創

刊
と
『
官
報
』
業
務
を
担
当
す
る
文
書
局
の
発
足
が
正
式
に
決
ま
り
、
文
書
局
の

職
掌
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
（
１０
）
。

第
一

官
報
編
輯
の
事
務
を
管
掌
す
る
こ
と

第
二

新
聞
を
指
揮
、
監
督
し
、
其
方
向
を
示
し
、
務
め
て
法
令
及
措
置
を

弁
護
し
、
政
府
の
趣
意
を
表
彰
し
、
世
論
の
誤
惑
を
正
さ
し
む
る
こ

と

第
三

全
国
の
新
聞
紙
を
検
閲
し
、
緊
要
の
記
事
、
論
説
は
内
閣
の
閲
覧
に

供
す
る
こ
と

新
聞
紙
上
掲
載
の
事
項
、
大
政
に
関
し
事
実
齟
齬
若
く
は
謬
妄
と
認

む
る
も
の
あ
れ
ば
、
之
が
正
誤
又
は
弁
駁
書
を
起
草
し
、
之
を
官
報

に
掲
載
す
る
こ
と

第
四

政
事
上
に
関
係
あ
る
著
書
、
翻
訳
書
を
検
閲
し
、
其
緊
要
と
認
む
る

者
は
内
閣
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
（
以
下
第
五
項
・
第
六
項
省
略
）

文
書
局
は
『
官
報
』
業
務
だ
け
で
は
な
く
、「
私
報
」
監
督
業
務
、
検
閲
業
務

を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
書
局
に
言
論
関
係
の
情
報
を
一
局
集
中
さ

せ
、
一
般
新
聞
紙
に
は
「
正
誤
権
」
の
行
使
と
い
う
形
で
干
渉
し
て
い
こ
う
と
す

る
、
政
府
の
積
極
的
な
世
論
対
策
の
表
れ
だ
と
い
え
よ
う
。
山
県
の
「
私
報
」
対

策
や
、
当
初
の
文
書
局
の
陣
容
に
つ
い
て
は
鈴
木
英
樹
「『
官
報
』
創
刊
過
程
の

史
的
分
析
―
―
日
本
に
お
け
る
近
代
国
家
の
形
成
と
法
・
情
報
」
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
が
（
１１
）
、
こ
れ
ら
文
書
局
の
『
官
報
』
業
務
以
外
の
職
掌
は
、
翌
月
十
日
に
公

布
さ
れ
た
『
官
報
』
創
刊
を
告
知
す
る
太
政
官
達
第
二
十
二
号
で
は
一
切
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
世
論
対
策
の
実
効
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
特
に
「
私
報
」
の
存
在
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は
秘
匿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
（
１２
）
。

だ
だ
、『
官
報
』
業
務
が
創
刊
前
に
予
期
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
遥
か
に
繁
雑
を

極
め
た
の
か
、『
官
報
』
業
務
と
並
ぶ
文
書
局
の
「
本
業
」
で
あ
る
「
私
報
」
監

督
業
務
に
つ
い
て
は
、
文
書
局
発
足
か
ら
一
年
程
度
は
充
分
に
手
を
回
す
余
裕
が

な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。
明
治
十
七
年
十
月
に
記
さ
れ
た
文
書
局

の
報
告
書
（
１３
）
に
よ
れ
ば
、「
従
来
半
官
報
の
儀
は
指
揮
監
督
の
方
法
十
分
な
ら
ず
、

随
て
其
効
用
甚
だ
乏
し
き
も
の
の
如
し
。
然
れ
ど
も
全
く
之
を
廃
絶
に
付
す
可
ら

ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
日
必
ず
利
用
す
る
の
時
機
可
有
之
も
の
と
存
候
に
付
、
今

後
は
其
内
部
の
組
織
、
紙
面
の
説
論
等
、
総
て
文
書
局
に
於
て
之
を
指
揮
監
督
致

し
候
は
ば
、
漸
次
政
府
の
旨
意
を
宣
明
し
、
下
民
の
迷
誤
を
醒
覚
す
る
の
効
用
相

見
わ
れ
可
申
歟
」
と
、
現
段
階
で
の
監
督
不
行
き
届
き
を
認
め
た
上
で
、
今
後
は

「
半
官
報
（＝

私
報
）」
を
全
面
的
に
文
書
局
が
支
配
・
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

世
論
に
お
け
る
「
失
地
回
復
」
を
図
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
、
太
政
官
制
が
廃
止
さ
れ
内
閣
制
度

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
太
政
官
文
書
局
か
ら
内
閣
文
書
局
と
な
り
、
二
十

四
日
に
は
内
閣
官
報
局
へ
と
改
組
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
検
閲
業
務
は
他
部
局
の

主
管
と
な
っ
た
（
１４
）
。
官
報
局
へ
の
改
組
以
降
、
情
報
の
一
局
集
中
と
い
う
観
点
か
ら

は
職
掌
は
縮
小
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
「
本
業
」
に
専
念
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
身
軽
」
に
な
っ
た
官
報
局
は

『
官
報
』
の
販
売
促
進
策
を
成
功
さ
せ
、
明
治
十
九
年
以
降
、
発
行
部
数
を
飛
躍

的
に
伸
ば
す
こ
と
に
な
る
（
後
述
）。
文
書
局
か
ら
官
報
局
へ
と
名
称
が
変
更
と

な
る
と
同
時
に
、
組
織
の
性
格
も
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

『
官
報
』
紙
面
と
読
者
分
析

第
一
節

『
官
報
』
紙
面
と
報
告
主
任
官

明
治
十
六
年
五
月
二
十
五
日
、
山
県
有
朋
・
文
書
局
監
督
（
１５
）
は
諸
官
庁
長
官
宛
に

照
会
書
を
送
付
し
た
。
同
月
十
日
に
『
官
報
』
創
刊
（
１６
）
、
二
十
二
日
に
達
・
告
示
の

『
官
報
』
へ
の
登
載
（
１７
）
が
公
告
さ
れ
た
直
後
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
。

今
般
発
行
の
官
報
へ
掲
載
可
致
事
項
の
報
告
は
、
第
一
迅
速
を
要
し
且
事
実

の
精
確
を
要
す
る
儀
に
有
之
、
若
し
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
毎
事
世
間
の
新

聞
に
後
れ
候
様
に
て
は
官
報
の
効
能
無
之
様
相
成
可
申
、
又
官
報
に
掲
載
せ

し
件
に
し
て
誤
謬
有
之
候
様
に
て
は
政
府
の
体
面
に
も
相
関
し
可
申
に
付
、

報
告
主
任
官
に
於
て
篤
と
右
辺
に
注
意
候
様
特
に
御
下
命
有
之
度
、
此
段
及

御
照
会
候
也
（
１８
）
。

『
官
報
』
の
記
事
は
政
府
公
報
事
項
を
除
き
、
官
報
報
告
主
任
官
（
以
後
報
告

官
）
が
所
属
官
庁
の
所
管
業
務
の
内
か
ら
『
官
報
』
に
掲
載
す
べ
き
事
項
を
選
出

し
て
報
告
し
た
も
の
を
、
文
書
局
が
校
正
・
編
集
し
た
も
の
だ
っ
た
（
１９
）
。「
官
報
は

官
の
報
告
を
記
載
す
る
者
な
り
、
故
に
其
資
料
一
に
諸
官
庁
の
報
告
に
依
る
。
苟

も
官
庁
の
報
告
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
事
件
の
大
に
看
者
を
裨
益
す
べ
き
も
の
あ
り

と
雖
も
、
本
局
は
自
ら
之
を
記
載
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
と
す
（
２０
）
」
と
あ
る
よ
う

に
、
有
益
な
情
報
を
文
書
局
が
独
自
に
入
手
し
た
と
し
て
も
、
形
式
上
は
『
官

報
』
に
は
掲
載
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。『
官
報
』
に
は
論
説
を
掲
載
し

な
い
以
上
、
掲
載
さ
れ
る
記
事
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
は
、
購
読
者
を
確
保
で
き

ず
に
新
聞
と
し
て
の
価
値
を
持
た
な
く
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
世
論
誘
導
の
一
端
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を
担
う
こ
と
も
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。『
官
報
』
を
編
集
す
る
上
で
、
掲
載
記
事

の
選
定
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
記
事
の
母
体
と
な
る
諸
官
庁
の
報
告
の
質
・
量
を

と
も
に
高
め
る
た
め
の
方
策
が
文
書
局
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
。『
官
報
』
発
行

（
七
月
二
日
）
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
報
告
官
に
迅
速
か
つ
正
確
な
報
告
を
求
め
た

山
県
の
照
会
書
は
そ
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
２１
）
。

だ
が
実
際
に
寄
せ
ら
れ
て
く
る
報
告
の
質
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
と
は
い
え
な

か
っ
た
（
２２
）
。
明
治
十
八
年
七
月
二
十
日
付
の
文
書
局
上
申
書
（
２３
）
に
よ
れ
ば
、
諸
官
庁
か

ら
送
付
さ
れ
て
く
る
報
告
に
「
一
点
の
欠
損
あ
れ
ば
集
ま
り
て
官
報
全
体
に
顕
わ

る
る
所
の
も
の
大
な
ら
ざ
る
を
得
ず
」
と
、
一
つ
の
ミ
ス
で
あ
っ
て
も
文
書
局
に

と
っ
て
は
看
過
で
き
な
い
問
題
だ
と
い
う
の
に
、「
報
告
す
べ
く
し
て
報
告
せ
ず
、

之
を
促
す
に
及
び
て
終
に
之
を
報
告
し
、
或
は
猶
之
を
難
か
る
も
の
あ
り
」
と
、

報
告
官
の
仕
事
ぶ
り
は
文
書
局
の
期
待
と
は
裏
腹
に
鈍
く
、
発
行
か
ら
二
年
が
経

過
し
て
も
大
き
な
改
善
の
跡
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
諸
官
庁
・
報
告
官
の
官
報
報
告
業
務
に
対
す
る
意
識
の
低
さ
を
招
い

た
原
因
と
し
て
、『
官
報
』
掲
載
事
項
は
漠
然
と
し
た
規
定
が
示
さ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
た
め
（
２４
）
、
諸
官
庁
で
は
報
告
す
べ
き
事
項
の
程
度
が
判
然
と
し
な
か
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
２５
）
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、「
官
報
の
効
能
」
に
対
す
る
理
解

が
文
書
局
と
諸
官
庁
（
特
に
地
方
官
庁
で
実
務
に
あ
た
っ
て
い
た
報
告
官
）
と
の

間
で
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
報
告
官
に
と
っ
て
は
、

『
官
報
』
は
法
令
公
布
の
新
方
式
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
お
り
（
２６
）
、
達
書
・
告
示

書
に
附
録
が
つ
い
た
も
の
、
と
い
う
程
度
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。「
報
告
主
任
官
」
と
は
い
っ
て
も
大
半
の
者
は
通
常
業
務
を
兼
任
し

て
い
た
と
思
わ
れ
（
２７
）
、
官
報
報
告
業
務
に
対
す
る
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
の
は
無
理
も

な
い
こ
と
だ
っ
た
。

第
二
節

義
務
購
読
制
の
導
入

第
二
節
か
ら
は
、
初
期
『
官
報
』
の
購
読
者
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
が
、
そ
の

上
で
義
務
購
読
制
の
分
析
は
欠
か
せ
な
い
。
初
期
『
官
報
』
に
は
購
読
義
務
を
課

さ
れ
た
者
（
義
務
購
読
者
）
と
そ
れ
以
外
の
者
（
希
望
購
読
者
）、
大
別
し
て
二

種
類
の
購
読
者
が
存
在
す
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
か
ら
だ
。

明
治
十
六
年
五
月
十
日
、『
官
報
』
の
創
刊
を
公
告
す
る
太
政
官
第
二
十
二
号

達
に
は
、
次
の
よ
う
な
購
読
義
務
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
（
２８
）
。

左
に
掲
ぐ
る
者
は
官
報
を
購
読
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
も
の
と
す
。

但
し
各
官
庁
は
其
定
額
を
以
て
購
求
す
べ
し
。

第
一

省
、
院
、
庁
、
府
、
県
、
裁
判
所
、
警
察
署

参
謀
本
部
、
監
軍
本
部
、
近
衛
局
（
２９
）
、
鎮
台
、
営
所
、
鎮
守
府
、
憲

兵
本
部
及
屯
署

官
立
学
校

第
二

上
長
官
以
上
の
武
官
、
奏
任
以
上
の
文
官
及
郡
区
長

こ
の
規
定
に
よ
り
、
合
計
三
二
〇
〇
程
度
（
３０
）
の
義
務
購
読
者
が
誕
生
し
た
。
こ
れ

は
七
月
二
日
付
『
官
報
』
創
刊
号
の
売
捌
数
（
八
五
六
四
部
）
の
三
七
％
に
あ
た

る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
純
に
売
捌
数
か
ら
義
務
購
読

者
数
を
引
い
た
だ
け
で
は
希
望
購
読
者
の
実
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
義
務
購
読
者
、
特
に
諸
官
庁
で
は
往
々
に
し
て
複
数

部
数
『
官
報
』
を
購
入
し
て
い
た
た
め
、「
義
務
購
読
者
の
購
読
部
数
」
は
義
務

購
読
者
の
実
数
よ
り
も
大
き
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
購
読
部
数
」
と
「
購
読
者

数
」
は
一
致
し
な
い
。
こ
の
点
を
十
分
に
留
意
し
て
分
析
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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義
務
購
読
制
の
対
象
は
官
庁
と
個
人
と
に
大
別
さ
れ
る
。
官
庁
の
場
合
、
講
読

義
務
を
課
す
範
囲
に
つ
い
て
策
定
し
て
い
く
上
で
大
き
な
論
点
と
な
っ
た
の
が
、

従
来
法
令
は
政
府
が
そ
の
都
度
印
刷
し
て
無
償
で
地
方
官
庁
に
頒
布
し
て
い
た
も

の
だ
っ
た
の
を
、『
官
報
』
を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
は
地
方
官
庁
に
加
え
て
戸

長
役
場
に
ま
で
有
償
か
つ
強
制
的
に
購
買
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点

だ
っ
た
。
戸
長
役
場
に
ま
で
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、『
官
報
』
が
新
聞
と
し

て
の
体
裁
を
維
持
で
き
る
か
、
す
な
わ
ち
世
論
誘
導
の
実
効
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
か
と
い
う
問
題
と
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
（
３１
）
。
ま
た
、
地
方
官
庁
を
経
由
せ
ず

に
、
行
政
の
末
端
で
あ
る
戸
長
役
場
と
政
府
を
『
官
報
』
を
通
じ
て
直
結
さ
せ
る

こ
と
は
、
法
令
の
迅
速
な
普
及
に
よ
る
人
民
の
教
化
と
い
う
点
か
ら
も
大
い
に
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
地
方
長
官
か
ら
は
「
官
報
を
購
買
せ
し
め
官
令
を
以
て
売
買
物

の
姿
に
な
す
時
は
我
邦
に
於
て
は
自
然
官
令
を
軽
か
ら
し
む
べ
し
」、「
布
告
布
達

を
地
方
税
を
以
て
買
弁
せ
し
む
る
事
は
従
来
の
慣
習
に
悖
り
必
ず
県
会
の
異
議
を

来
す
べ
し
（
３２
）
」
と
い
っ
た
形
式
論
や
慣
例
か
ら
の
反
対
に
加
え
て
、「
戸
長
役
場
迄

配
付
す
る
も
の
を
地
方
税
よ
り
支
弁
す
る
と
き
は
費
用
は
少
く
も
二
十
倍
に
も
至

る
べ
し
」
と
い
っ
た
経
費
面
か
ら
の
反
対
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
（
３３
）
。

だ
が
、『
官
報
』
に
法
令
を
同
時
に
複
数
掲
載
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
地
方

長
官
が
『
官
報
』
の
全
体
像
を
描
き
き
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

経
済
性
か
ら
の
反
対
は
説
得
力
を
欠
く
。
こ
れ
ま
で
法
令
の
翻
刻
を
通
じ
て
政
府

と
行
政
末
端
、
ひ
い
て
は
人
民
と
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
自
ら

の
立
場
が
、
政
府
と
末
端
を
強
制
的
に
直
結
さ
せ
、
中
央
と
地
方
と
の
強
固
な
従

属
関
係
を
も
た
ら
す
『
官
報
』
の
誕
生
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と

い
う
の
が
地
方
長
官
の
本
音
で
あ
り
、
声
に
出
し
や
す
い
経
費
の
増
加
を
盾
に
し

て
反
対
を
強
調
し
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。

明
治
十
六
年
四
月
二
十
二
日
、
最
終
的
に
出
さ
れ
た
結
論
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
（
３４
）
。

一

布
告
布
達
等
は
従
前
の
侭
に
致
置
候
事

一

布
告
布
達
等
は
従
前
の
通
た
る
が
故
に
、
官
報
は
官
費
を
以
て
各
院
省

庁
府
県
等
に
頒
布
す
る
を
要
せ
ず
、
総
て
之
を
購
求
せ
し
む
る
事

一

官
報
は
各
官
庁
及
佐
官
以
上
の
武
官
、
七
等
以
上
の
文
官
に
は
購
読
の

義
務
を
有
せ
し
む
る
事

法
令
公
布
機
能
を
『
官
報
』
か
ら
切
り
離
し
、
既
存
の
官
費
に
よ
る
法
令
頒
布

を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
官
報
』
を
諸
官
庁
に
購
買
さ
せ
る
こ
と
に
正
当
性

を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
法
令
を
掲
載
す
る
こ
と
は
『
官
報
』
の
付

加
価
値
を
高
め
て
、
よ
り
一
般
に
浸
透
し
や
す
く
す
る
た
め
の
一
条
件
に
過
ぎ
ず
、

『
官
報
』
を
法
令
公
布
の
正
本
と
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
戸
長
役
場
に
は
講
読
義
務
を
課
さ
ず
、
地
方
長
官
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ

や
す
い
条
件
を
整
え
た
の
だ
っ
た
。

な
お
、
こ
こ
で
初
め
て
文
官
・
武
官
と
い
っ
た
個
人
に
購
読
義
務
が
課
さ
れ
る

こ
と
が
明
か
さ
れ
た
。『
官
報
』
の
発
行
部
数
を
確
保
す
る
た
め
に
、
戸
長
役
場

へ
頒
布
す
る
代
わ
り
に
、
個
人
に
義
務
を
課
し
た
と
い
う
理
由
と
と
も
に
（
３５
）
、「
奏

任
官
に
官
報
購
読
之
義
務
を
負
わ
し
め
た
る
は
、
畢
竟
政
務
上
各
部
局
の
枢
機
を

管
理
す
る
責
任
あ
る
を
以
の
故
に
可
有
之
（
３６
）
」
と
、
文
書
局
の
情
報
収
集
の
一
環

だ
っ
た
と
い
う
事
情
も
見
逃
せ
な
い
。

政
府
は
妥
協
ば
か
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
実
利
も
抑
え
て

い
る
。
五
月
二
十
二
日
に
は
、
達
・
告
示
の
公
布
に
関
し
て
は
『
官
報
』
を
正
本

と
す
る
こ
と
を
定
め
た
（
３７
）
。
布
告
・
布
達
に
比
べ
て
法
令
と
し
て
の
重
要
度
は
低
い
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購
読
部
数 

と
は
い
え
、
日
常
的
に
中
央
省
庁
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
は
達
・
告
示
で
あ
り
（
３８
）
、
義

務
を
課
さ
れ
な
く
て
も
郡
区
役
所
や
戸
長
役
場
で
は
業
務
上
『
官
報
』
の
購
入
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
の
だ
っ
た
。『
官
報
』
掲
載
記
事
の
一
般
新
聞
紙
へ
の
抄
録

を
積
極
的
に
許
可
（
３９
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
へ
の
露
出
は
ひ
と
ま
ず
と
り
お
か
れ
、

郡
区
役
所
や
戸
長
役
場
、
学
校
や
病
院
と
い
っ
た
公
共
性
の
高
い
場
所
へ
『
官

報
』
の
浸
透
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
三
節

義
務
購
読
者
と
希
望
購
読
者

第
三
節
で
は
『
官
報
』
の
希
望
購
読
者
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
を
検
証

す
る
。
希
望
購
読
者
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
、『
官
報
』
の
発
行
部

数
の
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
。
郵
送

途
中
で
の
破
損
・
紛
失
と
在
庫
照

会
に
備
え
て
発
売
部
数
に
若
干
の

余
裕
を
持
っ
て
印
刷
さ
れ
た
た
め
、

発
行
部
数
・
発
送
部
数
・
発
売
部

数
は
厳
密
に
い
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
数
値
を
と
る
が
、
一
％
未
満

の
微
小
な
差
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
論
で
は
数
値
の
典
拠
に
関
わ
ら

ず
便
宜
的
に
発
行
部
数
と
表
記
を

統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
官
報
』
の
発
行
部
数
は
義
務

購
読
者
の
購
読
部
数
（
義
務
購
読

部
数
）
と
希
望
購
読
者
の
購
読
部

数
（
希
望
購
読
部
数
）
の
合
計
に

よ
っ
て
決
ま
る
。
図
１
は
明
治
十

九
年
に
お
け
る
『
官
報
』
の
一
日

ご
と
の
発
行
部
数
を
グ
ラ
フ
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
十

一
月
以
降
、
七
〇
〇
〇
部
台
前
半

で
安
定
し
て
い
た
発
行
部
数
は
明

治
十
八
年
前
半
か
ら
徐
々
に
伸
び

始
め
、
明
治
十
九
年
に
入
る
と
右

肩
上
が
り
の
飛
躍
的
伸
張
を
遂
げ
、

年
末
に
は
一
五
五
〇
〇
部
余
り
に

達
し
た
。
図
２
は
明
治
十
九
年
に

お
け
る
『
官
報
』
の
月
別
の
義
務

購
読
部
数
・
希
望
購
読
部
数
の
平

均
値
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
希
望
購
読
部
数
が
一
月
か
ら

十
二
月
に
か
け
て
倍
増
し
て
い
る

こ
と
が
目
に
つ
き
、
部
数
伸
張
の
要
因
だ
と
い
え
る
。

で
は
希
望
購
読
部
数
が
増
加
す
る
要
因
は
何
な
の
か
。『
官
報
』
購
読
者
が
民

間
に
多
数
現
れ
た
か
ら
だ
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
（
４０
）
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
書

局
・
官
報
局
の
分
類
に
よ
る
「
希
望
購
読
者
数
」
ま
た
は
「
希
望
購
読
部
数
」
と

は
、
発
行
部
数
全
体
か
ら
義
務
購
読
者
数
を
引
い
た
も
の
を
指
す
場
合
が
ほ
と
ん

ど
だ
か
ら
だ
。
前
節
の
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
が
、
購
読
者
数
と
購
読
部
数
と
で
は

ま
っ
た
く
異
な
る
数
値
と
な
る
。

表
１
は
明
治
十
六
年
か
ら
明
治
二
十
一
年
に
お
け
る
、
購
読
義
務
を
課
さ
れ
た

諸
官
庁
と
武
官
、
文
官
の
実
数
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
非
職
者
・

図２ 明治１９年『官報』月別義務購読部数・希望購読部数

図１ 明治１９年『官報』発行部数
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予
備
役
・
後
備
役
は
購
読
義
務
を
免
除
さ
れ

た
こ
と
と
、
郡
区
長
に
兼
任
者
が
い
た
こ
と

か
ら
、
表
の
合
計
値
は
義
務
購
読
者
数
の
規

定
上
の
最
大
値
で
あ
り
、
実
際
に
そ
の
時
々

に
義
務
を
有
す
る
人
数
は
数
％
以
内
で
変
化

す
る
。
表
２
は
明
治
十
六
年
か
ら
明
治
十
九

年
に
か
け
て
、
年
末
の
発
送
部
数
の
内
訳
を

「
義
務
購
読
部
数
」・「
希
望
購
読
部
数
」
で

示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
官
報
発
行
条
件
（
４１
）
」

で
は
購
読
す
べ
き
部
数
は
特
に
示
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
、
各
人
一
部
ず
つ
購
入
す
れ
ば

義
務
は
満
た
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
表
１
の
義

務
購
読
者
の
実
数
と
、
表
２
の
「
義
務
購
読

部
数
」
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
何

を
示
す
の
か
。
そ
れ
は
、
義
務
購
読
者
が
そ

れ
ぞ
れ
一
部
ず
つ
購
入
し
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
義
務
購
読
者
が
二
部
以
上
購
入
し

た
も
の
は
「
希
望
購
読
部
数
」
と
し
て
加
算
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

『
官
報
』
発
行
を
間
近
に
控
え
、
陸
軍
省
で
は
「
官
報
発
行
の
上
は
購
読
す
べ

き
義
務
を
有
す
る
官
庁
は
勿
論
、
其
他
各
局
、
各
官
庁
、
官
費
を
以
て
一
部
ず
つ

購
求
可
致
、
此
旨
相
達
候
事
」
と
、
購
読
義
務
を
規
定
さ
れ
た
部
署
以
外
に
も
官

費
で
の
『
官
報
』
購
入
を
指
示
し
て
い
る
（
４２
）
。
陸
軍
省
に
限
ら
ず
、
諸
官
庁
に
よ
る

複
数
部
数
の
『
官
報
』
の
購
入
は
恒
常
的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
（
４３
）
、「
希
望
購
読
部

数
」
の
内
に
は
義
務
購
読
者
が
義
務
を
超
え
て
購
入
し
た
「
超
過
購
読
部
数
」

（
以
後
超
過
購
読
部
数
）
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
表
３

表１ 『官報』 義務購読者数の推移

合計

３，２３６
３，５０４
３，５９３
４，２９８
５，７１６
６，０３１

（『日本帝国統計年鑑』より作成）

註１…明治１８年は１２月２０日現在、その他は各年１２月３１日現在

註２…官庁＝省・院・庁・府・県・裁判所・警察署・参謀本部・監軍本部

近衛局・鎮台営所・鎮守府・憲兵本部・屯署・官立学校

註２…武官＝陸海軍将官＋上長官（少佐以上）

註３…文官＝勅任＋奏任（明治１８年まで）

親任官＋勅任官＋奏任官（明治１９年以降）

註４…郡区長＝郡区役所数。兼任者がいるので郡区長の人数はこれを下回る

明治１８年末に郡区長から郡区役所へと購読義務が振り替えられた

註５…非職者・予備役・後備役は購読義務を免除されたが、

ここでは義務購読者の最大値を示すために補正はしなかった

実際の義務購読者の合計はここでの数値を１００～３００下回る

郡区長

５５４
５６１
５６２
５６２
５６６
５６５

文官

１，４１８
１，６５８
１，７１６
２，１９１
３，４３４
３，６８１

武官

４１３
４５２
４８８
５５５
６３９
６９１

官庁

８５１
８３３
８２７
９９０
１，０７７
１，０９４

明治１６年
明治１７年
明治１８年
明治１９年
明治２０年
明治２１年

表２ 『官報』 年末「義務購読部数」「希望購読部数」

（『官報百年のあゆみ』より作成）

註…明治１７年は１２月２７日付、その他は各年１２月２８日付の

『官報』における発行部数と義務・希望の内訳。

希望購読

３，８５６
４，０１８
５，８０３
１１，５９９

義務購読

３，２２１
３，５００
３，５６８
３，８７９

発行部数

７，０７７
７，５１８
９，３７１
１５，４７８

明治１６年
明治１７年
明治１８年
明治１９年
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は
、
原
敬
が
巡
回
員
（
４４
）
と
し
て
中
国
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
際
に
事
前
に
入
手
し
た
と

思
わ
れ
る
『
官
報
』
の
購
読
部
数
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
購
読
部
数

と
購
読
者
数
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
参
考
と
し
て
、
文
書
局
の
「
希
望
購
読
部

数
」
の
定
義
に
従
っ
た
場
合
の
数
値
の
表
れ
方
も
掲
げ
て
お
い
た
。
超
過
購
読
部

数
の
存
在
は
明
白
だ
ろ
う
。
だ
が
表
３
で
も
、
希
望
購
読
者
の
内
訳
ま
で
は
明
ら

か
に
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
希
望
購
読
者
の
具
体
的
な
内
訳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

な
お
、
本
論
で
は
こ
れ
以
降
は
「
義
務
購
読
者
数＝

義
務
購
読
部
数
」、「
希
望
購

読
者＝

超
過
購
読
部
数
＋
半
義
務
購
読
部
数
＋
民
間
購
読
部
数
」
と
定
義
す
る
こ

と
と
す
る
。「
半
義
務
購
読
者
」
と
は
、
購
読
義
務
は
課
さ
れ
て
い
な
い
が
、

戸
長
役
場
や
学
校
、
病
院
と
い
っ
た
公
共
機
関
が
購
読
者
の
場
合
を
示
す
こ

と
と
す
る
。「
民
間
購
読
者
」
と
は
義
務
購
読
者
に
も
半
義
務
購
読
者
に
も

属
さ
な
い
『
官
報
』
購
読
者
の
こ
と
を
示
す
と
す
る
。

「
官
報
発
行
条
件
」
で
は
定
価
を
一
部
三
銭
と
定
め
た
が
、『
官
報
』
の
販

売
・
配
送
を
分
掌
す
る
駅
逓
局
で
は
事
務
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、

「
官
報
代
価
は
百
部
を
一
期
と
し
毎
期
金
三
円
前
約
々
定
を
以
て
逓
送
配
達

す
べ
し
（
４５
）
」
と
定
め
た
。
当
日
ご
と
の
需
用
に
応
じ
て
販
売
す
る
一
部
売
り
は

行
な
わ
れ
ず
（
４６
）
、
定
期
購
読
の
み
を
認
め
た
た
め
、
実
質
的
な
定
価
は
「
百
部

三
円
」
と
、
一
度
に
納
め
る
に
は
決
し
て
少
な
く
な
い
金
額
だ
っ
た
（
４７
）
。『
官

報
』
が
七
月
一
日
（
日
曜
日
に
あ
た
っ
た
た
め
実
際
に
は
二
日
か
ら
）
よ
り

発
行
と
な
る
旨
が
公
告
さ
れ
た
の
が
六
月
二
十
日
と
遅
か
っ
た
こ
と
と
（
４８
）
、
希

望
購
読
者
は
「
約
定
の
定
期
た
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
其
代
価
は
前
納
に
限
り

候
事
」
と
自
由
に
購
読
期
間
を
定
め
ら
れ
る
と
い
う
駅
逓
局
の
訂
正
が
新
聞

紙
上
に
広
告
さ
れ
た
の
が
六
月
二
十
八
日
と
ま
さ
に
発
行
直
前
で
あ
り
（
４９
）
、
金

銭
面
で
の
不
安
は
若
干
解
消
さ
れ
た
も
の
の
、
希
望
購
読
者
の
内
で
も
特
に
民
間

購
読
者
の
申
込
の
出
足
は
鈍
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
５０
）
。

図
３
は
明
治
十
六
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
発
行
部
数
の
推
移
を
グ
ラ
フ
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
号
は
八
五
六
四
部
、
そ
の
後
漸
減
し
て
（
５１
）
、
十
月
二
十
六

日
・
二
十
七
日
を
境
に
急
落
（
一
〇
一
七
部
減
）
す
る
。
第
一
〇
〇
号
・
第
一
〇

一
号
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
第
一
号
か
ら
購
読
を
始
め
て
満
期
を
迎
え
た
者
が
、

購
読
を
継
続
せ
ず
に
一
斉
に
解
約
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
金
銭
的
負
担

の
大
き
さ
か
ら
の
購
読
断
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
『
官
報
』
に
対
す
る
不
満
か
ら

の
購
読
打
切
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
義
務
購
読
者
が
個
人
の
場
合
は
代
金
の

表３ 西日本地域での『官報』の購読状況

３７
１６
９７
１１
８２
３４
３６
１４
５
１５
１７
３４
３
４６
１４
１００７
***

（『原敬関係文書』第四巻・２９１～２９２頁より作成）

註１…作成日付は不明

註２…原敬が巡回員として派遣される際に入手した資料と考えられる

註３…※参考＝文書局の定義するところの「義務購読者数」、

「希望購読者数」に換算したもの

人数

１１６
１２２
１４１
１６７

希望部数

１１７
１２６
１４３
１６７
３７
１６
９８
１３
８３
３４
３７
１４
５
１５
１７
３４
３
４６
１４
１０１９
１２９１

人数

３５
４９
１２９
３８
２９
３４
２０
２８
３０
２７
７０
８１
１７
２４
４８
４３
１６
５０
９
７７７
***

義務部数

６５
６２
１４７
５１
４３
４８
５９
３６
３２
３６
８９
１０８
２２
４４
５８
４６
２３
６１
１９
１０４９
７７７

京都
大阪
兵庫
岡山
広島
島根
山口
鳥取
徳島
高知
愛媛
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
合計
※参考
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7000 

7200 

7400 

7600 

7800 

8000 

8200 

8400 

8600 

7/2 7/17 8/1 8/16 8/31 9/15 9/30 10/15 10/30 11/14 11/29 12/14
日付 

１０月２７日 
第１０１号 
７１９６部 

（『明治十六年　文書局年報』「官報表・売捌部数」より作成） 

１０月２６日 
第１００号 
８２０３部 

発
行
部
数 

前
納
を
怠
っ
て
も
『
官
報
』
の
発
送

は
機
械
的
に
続
け
ら
れ
た
こ
と
（
５２
）
、
諸

官
庁
の
場
合
は
超
過
購
読
分
も
含
め

て
一
括
し
て
長
期
契
約
を
結
ぶ
こ
と

が
あ
っ
た
こ
と
（
５３
）
を
踏
ま
え
る
と
、
減

少
分
の
大
半
は
希
望
購
読
者
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
希
望
購
読
者
の
内
で
も

解
約
し
た
の
は
民
間
購
読
者
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
。
明
治
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日
付
『
官
報
』
で
官

報
局
が
「
官
報
購
買
の
手
続
」
を
広

告
す
る
中
で
、「
官
報
代
価
前
金
切

れ
た
る
と
き
は
官
報
の
配
送
を
見
合

す
に
付
き
、
引
続
き
購
買
せ
ん
と
す

る
者
は
満
期
前
に
官
報
売
捌
所
に
到
達
の
日
割
を
量
り
後
期
分
の
代
価
を
払
込
む

べ
し
。
但
し
戸
長
役
場
、
公
立
学
校
、
官
公
立
病
院
、
其
他
官
衙
の
支
庁
、
支
局
、

分
署
の
類
は
解
約
の
通
知
あ
る
ま
で
は
満
期
後
と
雖
も
引
続
き
発
送
す
る
を
以
て

速
に
代
価
を
送
納
す
べ
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
公
共
機
関
は
半
義
務
購

読
者
と
し
て
丁
重
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
手
続
」
が
創
刊
初

期
の
段
階
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
つ
ま
り
、
一
日
で
千
部
も
発

行
部
数
が
急
落
す
る
の
は
、
民
間
購
読
者
が
購
読
を
停
止
し
た
他
に
考
え
ら
れ
な

い
。
逆
に
、
創
刊
か
ら
三
ヶ
月
余
り
の
発
行
部
数
の
内
、
最
低
千
部
は
民
間
購
読

部
数
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
、
官
報
局
は
法
令
公
布
手
段
を
『
官
報
』
に
一

元
化
す
る
こ
と
と
、
郡
区
長
の
購
読
義
務
を
解
い
て
郡
区
役
所
に
新
た
に
義
務
を

負
わ
せ
る
こ
と
を
上
申
し
た
（
５４
）
。
上
申
書
の
別
紙
に
諸
官
庁
・
郡
区
役
所
の
『
官

報
』
購
読
部
数
が
参
考
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
。

諸
官
庁
購
求
官
報
部
数

十
八
年
六
月
三
十
日
現
計

二
千
七
百
四
十
九
部

郡
区
役
所
購
求
官
報
部
数

十
八
年
九
月
十
五
日
調

四
百
六
十
一
部

合
計

三
千
二
百
十
部

「
諸
官
庁
購
求
官
報
部
数
」
か
ら
購
読
義
務
を
課
さ
れ
た
諸
官
庁
の
実
数
八

三
三
（
５５
）
を
引
い
た
一
九
一
六
部
が
超
過
購
読
部
数
、
こ
の
時
点
で
は
郡
区
役
所
に
は

購
読
義
務
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
「
郡
区
役
所
購
求
官
報
部
数
」
は
半
義
務
購

読
部
数
に
あ
た
り
、
合
わ
せ
て
二
三
七
七
部
が
希
望
講
読
部
数
に
加
算
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
を
表
２
の
明
治
十
八
年
希
望
講
読
部
数
か
ら
差
し
引
い
た
三
四

二
六
部
が
戸
長
役
場
の
講
読
分
も
含
め
た
残
り
の
希
望
講
読
部
数
と
な
る
。「
各

官
庁
は
勿
論
、
郡
区
役
所
、
戸
長
役
場
も
往
々
官
報
を
購
読
し
」
て
い
た
と
す
る

が
、
戸
長
役
場
の
総
数
は
一
一
六
一
四
ヶ
所
（
５６
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
戸
長

役
場
へ
の
普
及
率
は
最
大
で
も
二
〇
％
程
度
だ
ろ
う
（
５７
）
。
対
照
的
に
、
郡
区
役
所
は

「
現
在
総
数
五
百
六
十
箇
所
内
既
に
購
求
せ
る
も
の
四
百
四
十
五
箇
所
」
と
高
い

普
及
率
（
七
九
％
）
を
示
し
て
い
る
。

上
申
書
で
は
、
諸
官
庁
・
郡
区
役
所
の
講
読
部
数
が
既
存
の
法
令
頒
布
の
定
数
（
５８
）

を
上
回
っ
た
こ
と
か
ら
、
た
と
え
『
官
報
』
に
一
元
化
し
た
と
し
て
も
庁
費
・
地

方
税
へ
の
新
た
な
負
担
に
は
な
り
得
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
経
済
的
効
果
を

強
調
す
る
の
は
、
圧
倒
的
成
果
を
誇
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
講
読
義
務
を
策
定

す
る
過
程
で
反
対
し
て
い
た
地
方
長
官
た
ち
の
声
を
な
し
崩
し
に
封
じ
る
た
め
だ

図３ 明治１６年７月～１２月『官報』発行部数
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ろ
う
。「
地
方
庁
を
経
る
こ
と
な
く
官
報
を
以
て
直
に
郡
区
役
所
・
戸
長
役
場
等

に
配
布
せ
ら
る
る
に
至
れ
ば
、
公
衆
も
速
に
之
を
知
る
を
得
て
、
役
所
等
謄
写
複

刷
の
煩
も
幾
許
か
相
減
じ
、
法
律
の
施
行
に
も
好
影
響
を
生
じ
可
申
」
と
、
一
元

化
後
の
青
写
真
を
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
文
書
局
が
意
図
的
に
作
り
出
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

創
刊
時
は
義
務
講
読
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
に
応
じ
た
も
の
の
、『
府
県
公
報
』・

『
法
令
全
書
』
を
『
官
報
』
の
附
録
と
し
て
配
布
す
る
（
５９
）
と
い
っ
た
積
極
的
な
販
売

拡
張
策
を
展
開
し
、
結
果
と
し
て
義
務
講
読
を
課
し
た
の
と
同
等
の
部
数
を
獲
得

し
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
は
『
官
報
』
の
発
行
を
軌
道
に
乗
せ
、
認
知
度
が
高
ま
り

信
頼
性
も
確
保
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
法
令
公
布
機
能
を
『
官
報
』
に
併
せ
持
た

せ
る
こ
と
を
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
、「
官
報
」
と
し
て
の
機
能
の
強
化
に

成
功
し
た
の
だ
っ
た
。

十
二
月
二
十
八
日
、
内
閣
第
二
十
三
号
布
達
「
布
告
布
達
の
儀
自
今
官
報
に
登

載
す
る
を
以
て
公
式
と
な
し
別
に
配
付
せ
ず
。
右
布
達
す
」
に
よ
っ
て
法
令
公
布

手
段
が
『
官
報
』
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
が
公
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
官

報
』
の
付
加
価
値
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
。
政
府
に
よ
る
法
令
頒
布
が
廃
止
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
不
足
分
を
補
う
た
め
に
『
官
報
』
の
購
入
部
数
を
増
や
す
官
庁

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
特
に
戸
長
役
場
で
は
地
方
庁
か
ら
配
付
さ
れ
て
い
た
翻
刻
版

が
途
絶
え
る
こ
と
と
な
り
、
必
然
的
に
『
官
報
』
の
購
入
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
東
京
府
で
は
一
月
九
日
の
段
階
で
「
布
告
・
布
達
・
告
示
、
自
今
官
報

を
以
て
之
を
示
し
区
町
村
に
掲
示
せ
ず
（
６０
）
」、「
官
報
は
郡
区
役
所
・
戸
長
役
場
に
備

置
く
（
６１
）
」
と
素
早
い
対
応
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
庁
が
『
官
報
』
を

購
買
し
て
配
付
す
る
と
い
う
形
を
と
る
府
県
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

明
治
十
九
年
の
『
官
報
』
発
行
部
数
の
急
増
（
図
１
・
図
２
参
照
）
に
は
こ
の

よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。
増
加
し
た
希
望
購
読
者
の
多
く
は
超
過
購
読
者
・
半
義

務
購
読
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

第
四
節

希
望
購
読
者
の
実
態

明
治
二
十
一
年
十
二
月
三
日
、
官
報
局
は
「
官
報
代
価
低
減
、
高
等
官
官
報
購

買
義
務
解
除
等
の
件
」
と
い
う
上
申
書
を
提
出
し
た
（
６２
）
。
一
部
三
銭
、
一
ヶ
月
七
十

五
銭
だ
っ
た
定
価
を
一
部
二
銭
、
一
ヶ
月
五
十
銭
と
変
更
し
た
い
と
す
る
も
の

だ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
頃
の
新
聞
界
は
価
格
競
争
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
た
。
明

治
十
九
年
九
月
に
『
報
知
新
聞
』
が
月
極
め
定
価
を
八
三
銭
か
ら
三
十
銭
へ
と
引

き
下
げ
た
の
を
皮
切
り
に
、
大
新
聞
系
の
他
紙
も
追
随
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

明
治
二
十
一
年
現
在
の
月
極
め
定
価
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
三
十
銭
、『
朝
野
新

聞
』
五
十
銭
、
と
な
っ
て
お
り
（
６３
）
、『
官
報
』
が
割
高
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
っ

た
。
逆
に
、
価
格
差
さ
え
な
け
れ
ば
、
半
義
務
購
読
者
だ
け
で
な
く
、
民
間
購
読

者
す
ら
新
た
に
獲
得
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
、
官
報
局
は
自
信
を
も
っ
て
い

た
。『
官
報
』
の
値
下
げ
は
、
官
報
局
が
本
格
的
に
民
間
購
読
者
の
獲
得
を
見
据

え
た
対
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

次
の
史
料
は
、
上
申
書
の
「
別
紙
」
に
続
い
て
「
府
県
官
職
制
」
と
共
に
綴
じ

ら
れ
て
い
る
、
官
報
局
が
用
意
し
た
と
思
わ
れ
る
参
考
資
料
で
あ
る
。
筆
者
が
本

論
執
筆
の
た
め
に
散
見
し
た
史
料
の
中
で
、
講
読
者
の
内
訳
が
明
確
に
記
さ
れ
て

い
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。

官
報
発
送
高

・
四
千
三
百
十
九
部

購
読
義
務
者

・
一
万
三
千
百
九
十
四
部

諸
官
庁

但
戸
長
役
場
入
る

・
千
二
十
五
部

一
般
人
民

但
銀
行
会
社
入
る

十
二
月
二
十
一
日
発
送
高
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総
計
一
万
八
千
五
百
三
十
八
部

講
読
義
務
を
課
さ
れ
た
官
庁
と
郡
区
役
所
の
合
計
は
一
六
五
九
（
６４
）
で
あ
り
、
超
過

講
読
分
を
考
慮
し
て
も
戸
長
役
場
の
購
読
分
は
一
万
部
程
度
あ
る
と
み
ら
れ
、

「
役
場
中
其
大
半
は
購
買
者
な
り
」
と
い
う
上
申
書
中
の
表
記
は
事
実
を
伝
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
民
間
購
読
者
（「
一
般
人
民
」）
の
購
読
分
が
わ
ず
か
に

千
部
程
度
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
創
刊
当
初
か
ら
希
望
購
読
者
の
内
で
超
過
購
読
者
・
半
義
務
購
読

者
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の

も
の
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
官
報
局
・
文
書
局
の
文
書
の
中
で
は
、

こ
れ
ま
で
一
貫
と
し
て
「
購
読
者
（
購
求
者
）」
と
表
記
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、

こ
の
上
申
書
で
初
め
て
「
一
般
購
求
者
」
と
明
確
に
諸
官
庁
か
ら
区
別
す
る
表
記

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
民
間
購
読
者
を
対
象
と
し
た
販
売
戦
略
が
立
て
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
郡
区
役
所
・
戸
長
役
場
へ
の
『
官
報
』
の
浸
透

を
ほ
ぼ
完
了
さ
せ
、
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
民
間
購
読
者
へ
の
浸
透
を
図
っ
て

い
く
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
文
書
局
か
ら
官
報
局
へ
と
改
組
さ
れ
、『
官
報
』
業
務

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

明
治
二
十
一
年
以
前
に
民
間
購
読
部
数
が
千
部
を
超
え
た
こ
と
は
、
明
治
十
六

年
の
七
月
か
ら
十
月
ま
で
を
除
け
ば
（
図
３
参
照
）
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
但
銀
行
会
社
入
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
し
て
や
個
人
で
『
官
報
』
を
購
読
し

て
い
た
者
は
千
人
未
満
だ
っ
た
と
断
言
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

第
一
章
で
は
『
官
報
』
創
刊
の
主
た
る
目
的
に
つ
い
て
、
山
県
建
議
書
を
起
点

と
し
て
ま
と
め
た
。
第
二
章
第
一
節
で
は
、『
官
報
』
記
事
の
担
い
手
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
報
告
主
任
官
に
焦
点
を
あ
て
て
論
述
し
た
。

ま
た
、
第
二
節
以
降
で
、
既
存
の
研
究
で
は
曖
昧
に
扱
わ
れ
て
い
た
義
務
購
読
者

・
希
望
購
読
者
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

『
官
報
』
は
「
私
報
」
と
の
連
携
を
前
提
と
し
て
創
刊
さ
れ
、
政
府
公
報
紙
と

し
て
の
機
能
に
特
化
さ
れ
た
が
故
に
、
文
書
局
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
各
省
庁
に

も
浸
透
せ
ず
、
世
論
誘
導
の
実
効
性
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
脆
弱
だ
っ
た
『
官

報
』
を
支
え
た
の
は
義
務
購
読
制
だ
っ
た
。『
官
報
』
が
な
か
な
か
民
間
に
浸
透

し
て
い
か
な
い
状
況
の
中
で
、
強
制
的
に
一
定
の
購
読
部
数
を
確
保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
発
行
を
継
続
す
る
正
当
性
を
維
持
で
き
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
十
二

月
、
法
令
公
布
の
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
官
報
』
の
「
魅

力
」
は
著
し
く
強
化
さ
れ
た
。

明
治
二
十
一
年
十
二
月
の
段
階
で
『
官
報
』
の
民
間
講
読
部
数
は
約
千
部
で
は

あ
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
人
民
の
目
に
触
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
新
聞

紙
に
よ
る
抄
録
記
事
の
他
、
戸
長
役
場
や
病
院
と
い
っ
た
、
お
よ
そ
人
が
集
ま
る

場
所
に
は
『
官
報
』
は
着
実
に
浸
透
を
続
け
て
い
っ
た
か
ら
だ
。

〈
註
〉

（
１
）『
官
報
』
を
通
史
的
に
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
編
刊
『
官

報
百
年
の
あ
ゆ
み
』（
一
九
八
三
）
に
代
表
さ
れ
る
『
官
報
』
の
記
念
発
行

物
が
挙
げ
ら
れ
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
以
後
こ
れ
ら
を
「
官
報
史
」
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と
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
。「
官
報
史
」
は
飯
田
昇
「
官
報
沿
革
史
」（
大
蔵

省
印
刷
局
編
刊
『
時
報
』
第
二
五
八
号
〜
第
二
八
四
号
に
連
載
、
一
九
五
三

〜
一
九
五
四
）
を
基
幹
と
し
て
加
筆
・
再
構
成
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
文
脈
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。

（
２
）
山
県
建
議
書
提
出
以
前
か
ら
新
た
な
「
政
府
新
聞
」
発
行
に
向
け
た
準
備

は
進
め
ら
れ
て
い
た
。『
太
政
官
日
誌
』
に
代
わ
る
政
府
公
報
紙
を
創
刊
し

よ
う
と
、
明
治
十
三
年
春
か
ら
大
隈
重
信
が
中
心
と
な
っ
て
計
画
を
立
て
た

が
、
明
治
十
四
年
政
変
に
よ
っ
て
大
隈
が
下
野
し
た
た
め
、
伊
藤
博
文
・
井

上
毅
を
中
心
と
し
て
構
想
は
深
め
ら
れ
た
。
山
県
建
議
書
は
山
県
単
独
で
の

立
案
で
は
な
く
、
憲
法
調
査
の
た
め
渡
欧
し
た
伊
藤
に
代
わ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
の
構
想
を
と
り
ま
と
め
て
提
出
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
山
県
建
議
書
に

よ
っ
て
政
府
が
と
る
べ
き
世
論
誘
導
策
の
方
向
性
が
明
確
に
示
さ
れ
、
伊
藤

ら
の
構
想
が
具
体
性
を
帯
び
、『
官
報
』
創
刊
を
決
定
付
け
る
も
の
と
な
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
山
県
建
議
書
が
画
期
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
大
隈
重
信
や
伊
藤
博
文
ら
の
「
政
府
新
聞
」
構
想
に
つ
い
て
は
佐
々

木
隆
「『
官
報
』
創
刊
と
政
府
系
新
聞
強
化
問
題
」（
日
本
新
聞
学
会
編
刊

『
新
聞
学
評
論
』
第
三
三
号
、
一
九
八
四
）
に
詳
し
い
。

（
３
）「
参
議
山
県
有
朋
建
議
官
報
発
行
の
件
」（『
公
文
別
録
』・
太
政
官
・
明
治

十
五
年
〜
明
治
十
八
年
・
第
二
巻
）

（
４
）
同
右

（
５
）「
近
代
的
な
法
令
公
布
手
段
の
確
立
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
官
報
』
を
捉
え

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、「
官
報
史
」
や
木
野
主
計
「
官
報
創

刊
と
福
沢
諭
吉
の
官
報
新
聞
発
行
の
挫
折
―
―
井
上
毅
の
画
策
を
中
心
と
し

て
」（
日
本
出
版
学
会
編
『
出
版
研
究
』
第
二
〇
号
、
講
談
社
、
一
九
八

九
）
で
は
こ
の
観
点
に
論
述
が
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
い
、『
官
報
』
の
政
府

「
新
聞
」
と
し
て
の
本
質
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
６
）
前
掲
（
３
）

（
７
）
同
右

（
８
）
同
右
。「
官
報
」
に
論
説
を
掲
載
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
其
新
聞
紙

に
論
説
を
掲
る
と
き
は
、
或
は
其
信
用
を
実
際
に
薄
く
す
る
の
憂
な
き
に
非

ざ
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
、
政
府
の
新
聞
紙
に
政
府
の
論
説
を
載
す
る
と
き

は
人�

受�

け�

自�

か�

ら�

宜�

し�

か�

ら�

ず�

。
蓋
し
地
方
に
て
は
政
府
の
論
説
を
其
新
聞

紙
に
掲
出
し
た
り
と
て
格
別
人
気
に
関
係
す
る
程
の
事
は
無
之
も
の
な
れ
ど

も
、
都
府
、
即
ち
東
京
の
如
き
政
談
の
行
わ
る
る
処
に
て
は
却
て
為
め
に
人

気
を
害
な
い
易
き
も
の
な
り
」（
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）
と
、
諮
問
を
受
け

た
御
雇
外
国
人
も
支
持
し
た
。（
明
治
十
五
年
四
月
四
日
「
政
府
新
聞
の
発

行
に
関
す
る
問
答
」、『
公
文
別
録
』・
太
政
官
・
第
二
巻
）

（
９
）
前
掲
（
３
）

（
１０
）
明
治
十
六
年
四
月
二
十
二
日
「
文
書
局
管
掌
事
務
」（『
公
文
別
録
』・
太
政

官
・
第
二
巻
）。
な
お
、
文
書
局
設
立
以
前
は
内
閣
書
記
官
別
局
（
明
治
十

五
年
三
月
二
十
九
日
設
立
）
が
『
官
報
』
創
刊
の
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
。

（
１１
）
山
本
四
郎
編
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

六
）

（
１２
）「
御
用
」
記
事
が
い
か
に
不
人
気
（＝

世
論
誘
導
に
不
適
）
で
あ
っ
た
か
は
、

福
地
源
一
郎
の
以
下
の
言
説
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。「（
前
略
）
公
衆
は
紙
上

に
「
御
用
」
の
文
字
あ
る
に
驚
愕
し
、
御
用
の
区
域
は
太
政
官
に
限
り
専
ら

官
令
記
載
の
た
め
た
る
を
覚
ら
ず
、
我
社
の
論
説
ま
で
も
併
せ
て
御
用
中
の

も
の
な
り
と
誤
認
し
、
或
は
西
人
の
所
謂
政
府
御
用
若
し
く
は
半
官
新
聞
と

同
視
し
、
東
京
日
日
新
聞
は
即
ち
廟
堂
の
国
是
、
政
略
を
示
さ
る
も
の
な
る

歟
と
迄
に
思
い
違
う
も
の
あ
り
し
か
ば
、
吾
曹
は
当
初
よ
り
勉
め
て
此
の
誤
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認
、
謬
見
を
切
実
に
弁
明
し
た
り
き
。
然
れ
ど
も
世
人
は
兎
角
に
先
入
観
に

囚
わ
れ
、
我
曹
の
弁
明
に
充
分
の
信
を
置
く
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
往
々
半
信

半
疑
の
間
に
過
し
た
り
き
。（
後
略
）」（
明
治
十
四
年
九
月
三
十
日
付
『
東

京
日
日
新
聞
』）

（
１３
）
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
『
井
上
馨
関
係
文
書
八
四
』（
複
製
・
影

印
版
）
四
七
〜
五
二
頁

（
１４
）
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
・
太
政
官
第
六
十
九
号
達
、
明
治
十
八
年

十
二
月
二
十
四
日
・
太
政
官
第
七
十
六
号
達
。
検
閲
業
務
は
内
務
省
警
保
局

の
主
管
と
な
っ
た
。

（
１５
）
山
県
は
五
月
二
十
三
日
に
文
書
局
監
督
に
就
任
し
た
（
文
書
局
が
設
置
さ

れ
た
五
月
十
日
か
ら
の
十
三
日
間
は
空
席
だ
っ
た
）。

（
１６
）
明
治
十
六
年
五
月
十
日
・
太
政
官
第
二
十
二
号
達

（
１７
）「
今
般
官
報
発
行
候
に
付
、
従
前
官
省
院
庁
の
達
並
に
告
示
の
儀
は
官
報
に

登
載
す
る
を
以
て
公
式
と
し
、
別
に
達
書
又
は
告
示
書
を
発
付
す
る
に
不
及

候
、
但
内
達
の
類
は
従
前
の
通
可
相
心
得
、
此
旨
相
達
候
事
」（
明
治
十
六

年
五
月
二
十
二
日
・
太
政
官
第
二
十
三
号
達
）

（
１８
）「
太
政
官
中
文
書
局
を
置
き
官
報
編
輯
等
の
条
款
公
達
の
件
」（『
公
文
別

録
』・
太
政
官
・
第
二
巻
）

（
１９
）「
官
報
は
別
紙
に
記
し
た
る
事
項
を
掲
載
す
べ
き
に
付
、
各
官
庁
に
於
て
主

任
を
定
め
、
官
報
に
掲
載
す
べ
き
書
類
を
取
纏
め
、
文
書
局
に
当
て
送
付
す

べ
し
」（
明
治
十
六
年
五
月
十
日
・
太
政
官
第
二
十
二
号
達
・
第
二
条
）

（
２０
）
明
治
十
八
年
七
月
二
十
日
「
各
省
院
庁
東
京
府
等
官
報
報
告
主
任
者
を
選

定
し
本
局
兼
勤
被
命
の
件
」（『
公
文
録
』・
明
治
十
八
年
・
第
五
巻
・
明
治

十
八
年
七
月
・
太
政
官
内
閣
書
記
官
局
〜
修
史
館
）。『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ

る
記
事
の
文
末
に
は
、
ど
の
省
庁
か
ら
の
報
告
で
あ
る
か
明
記
さ
れ
て
い
た

が
、
掲
載
す
べ
き
有
益
な
情
報
を
得
た
文
書
局
が
、
省
庁
の
名
を
騙
っ
て
作

成
し
た
「
な
り
す
ま
し
」
記
事
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
推
測
の
域
を
出

な
い
。

（
２１
）
他
に
も
、
文
書
局
で
は
発
行
条
件
の
説
明
書
や
見
本
組
な
ど
を
作
っ
て
配

布
し
た
り
、「
官
報
掲
載
事
項
の
報
告
に
関
す
る
注
意
書
」、「
官
報
報
告
主

任
官
の
注
意
事
項
」、「
急
速
報
道
す
べ
き
事
項
」
な
ど
を
諸
官
庁
に
配
布
し

て
『
官
報
』
業
務
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
た
。
七
月
二
日
の
創
刊
号
発
行
直
後
に
は

「
送
仮
字
弁
」
を
諸
官
庁
の
報
告
官
に
送
付
し
て
報
告
書
の
送
仮
名
を
統
一

す
る
よ
う
求
め
、
直
接
局
員
を
派
遣
し
て
実
地
指
導
に
あ
た
ら
せ
て
事
務
の

円
滑
化
も
図
っ
た
が
、
容
易
に
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。（
大
蔵
省

印
刷
局
編
刊
『
印
刷
局
百
年
史
』
第
二
巻
、
一
九
七
二
、
五
六
六
頁
）

（
２２
）
文
書
局
幹
事
・
小
松
原
英
太
郎
の
照
会
文
（
案
）
に
よ
れ
ば
、
寄
せ
ら
れ

る
報
告
に
は
人
名
、
場
所
、
月
日
等
の
基
本
的
事
項
が
欠
落
し
て
い
る
も
の

が
多
く
、
各
地
方
長
官
に
是
正
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。（
明
治
十
六
年

八
月
八
日
「
照
会
案
」、
原
敬
文
書
研
究
会
編
『
原
敬
関
係
文
書
』
第
四
巻
、

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
五
、
二
三
四
頁
）

（
２３
）
前
掲
（
２０
）

（
２４
）『
官
報
』
掲
載
事
項
は
「
一

詔
勅
、
二

賞
勲
、
三

叙
任
、
四

官
令

（
布
告
、
布
達
）、
五

達
（
公
示
ヲ
妨
ケ
サ
ル
官
省
院
庁
及
東
京
府
ノ
達
）、

六

告
示
（
官
省
院
庁
及
東
京
府
ノ
告
示
）、
七

官
庁
広
告
、
八

雑
件

（
行
幸
、
行
啓
、
観
謁
、
参
事
院
回
答
並
審
理
、
諸
官
庁
伺
指
令
、
軍
艦
出

入
、
官
吏
転
職
出
入
等
、
雑
事
）、
九

外
報
（
公
使
領
事
報
告
、
外
国
新

聞
抄
訳
）、
十

説
明
正
誤
、
十
一

学
芸
教
育
ニ
関
ス
ル
事
項
、
十
二

農
工
商
業
及
山
林
ニ
関
ス
ル
事
項
、
十
三

統
計
報
告
、
十
四

気
象
報
告
、

十
五

汽
船
出
入
、
十
六

広
告
」
と
さ
れ
た
。（
明
治
十
六
年
五
月
十
日
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・
太
政
官
第
二
十
二
号
達
・
別
紙
。（

）
内
は
細
目
と
し
て
併
記
さ
れ
た

も
の
）

（
２５
）『
原
敬
関
係
文
書
』
第
四
巻
に
は
、
長
崎
・
岡
山
・
大
分
・
熊
本
・
鹿
児
島

の
各
県
よ
り
明
治
十
六
年
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
送
ら
れ
て
き
た
照
会
書

が
収
録
さ
れ
て
い
る
（「
府
県
往
復
書
抄
録
」、
二
八
七
〜
二
九
一
頁
）。
い

ず
れ
も
太
政
官
第
二
十
二
号
達
の
『
官
報
』
掲
載
事
項
に
関
す
る
照
会
で
あ

る
。「
第
八
項
雑
件
の
中
官
吏
転
職
出
入
等
と
あ
る
は
判
任
已
上
を
指
し
候

義
歟
」（
熊
本
県
）
と
い
っ
た
、
報
告
の
基
準
に
関
し
て
説
明
を
求
め
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

（
２６
）『
官
報
』
に
関
す
る
布
達
・
達
で
は
、
世
論
誘
導
を
担
う
と
い
う
役
割
は
示

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
広
く
一
般
に
発
表
さ
れ
た
情
報
か
ら
で
は
諸
官
庁
の

報
告
官
と
い
え
ど
も
『
官
報
』
の
実
態
は
知
り
得
な
か
っ
た
。

（
２７
）
前
掲
（
２０
）
に
よ
れ
ば
、
文
書
局
は
中
央
省
庁
の
各
報
告
官
に
文
書
局
で

勤
務
し
て
『
官
報
』
業
務
に
対
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
元

老
院
は
通
常
業
務
が
繁
雑
を
極
め
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
報
告
官
の
文
書
局

常
勤
を
拒
否
し
て
い
る
。（『
元
老
院
日
誌
』
第
四
巻
、
大
日
方
純
夫
、
我
部

政
男
編
、
三
一
書
房
、
一
九
八
二
、
複
製
・
影
印
版
）

（
２８
）
明
治
十
六
年
五
月
十
日
・
太
政
官
第
二
十
二
号
達
・
第
七
条
。
以
後
、
煩

雑
を
避
け
る
た
め
に
便
宜
的
に
「
官
報
発
行
条
件
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
す

る
。

（
２９
）
翌
十
一
日
に
追
加
。

（
３０
）
明
治
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
、
義
務
購
読
者
数
は
三
二
三
六
。
明

治
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
、
購
読
義
務
規
定
に
従
っ
て
仮
に
算
出
す

る
と
三
〇
三
一
。（『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
よ
り
算
出
）

（
３１
）
背
景
に
は
、
政
府
が
「
私
報
」
的
役
割
を
担
わ
せ
る
た
め
に
発
足
さ
せ
た

『
明
治
日
報
』（
明
治
十
四
年
七
月
創
刊
。
東
京
を
拠
点
と
し
た
）
と
『
大
東

日
報
』（
明
治
十
五
年
四
月
創
刊
。
大
阪
を
拠
点
と
し
た
）
の
相
次
ぐ
販
売

不
振
が
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
界
に
お
い
て
、
新
規
参
入
者
は
例
外
な
く
購

読
者
の
獲
得
と
い
う
難
題
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
。
明
治
十
五
年
十
二
月
三

十
一
日
現
在
、
戸
長
役
場
の
総
数
は
三
四
七
六
九
で
あ
り
（『
日
本
帝
国
統

計
年
鑑
』）、
新
規
購
読
者
と
し
て
は
極
め
て
魅
力
的
な
存
在
だ
っ
た
。

（
３２
）
明
治
十
五
年
十
二
月
八
日
「
官
報
を
各
戸
長
役
場
に
配
付
す
る
の
件
に
付

島
岩
手
県
令
の
意
見
」（『
公
文
別
録
』・
太
政
官
・
第
二
巻
）

（
３３
）「
地
方
官
へ
諮
問
并
答
議
」・
三
重
県
県
令
発
言
（『
公
文
別
録
』・
太
政
官

・
第
二
巻
）。
明
治
十
五
年
十
二
月
一
日
頃
に
閉
会
し
た
後
、
十
一
日
、
十

三
日
と
東
京
に
留
ま
っ
て
い
た
地
方
官
が
再
び
招
集
さ
れ
（
大
霞
会
編
『
内

務
省
史
』
第
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
八
〇
、
八
六
〇
頁
）、『
官
報
』
に
関
す

る
諮
問
会
が
開
か
れ
た
。
す
べ
て
の
法
令
を
一
括
し
て
掲
載
す
る
こ
と
で
諸

官
庁
の
利
便
性
を
高
め
る
、
と
い
う
『
官
報
』
発
行
の
主
旨
（
世
論
誘
導
策

の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
説
明
さ
れ
ず
）
に
は
賛
意
が
集
ま
っ
た
も
の
の
、
地

方
税
に
よ
る
購
買
に
は
難
色
を
示
す
者
が
相
次
ぎ
、
諮
問
会
は
出
席
者
二
十

六
名
中
二
十
名
が
現
行
の
法
令
公
布
制
度
に
据
置
く
決
議
に
賛
成
す
る
と
い

う
結
果
に
終
わ
っ
た
。

（
３４
）
明
治
十
六
年
四
月
二
十
二
日
「
官
報
之
件
」（『
公
文
別
録
』・
太
政
官
・
第

二
巻
）。
引
用
し
た
の
は
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
で
あ
る
（
全
五
項
）。

（
３５
）「
高
等
官
に
官
報
購
読
の
義
務
を
有
せ
し
め
し
も
の
は
、
創
始
の
際
官
報
経

済
上
の
便
宜
を
計
り
し
に
過
ぎ
」
な
か
っ
た
と
い
う
。（
明
治
二
十
一
年
十

二
月
三
日
「
官
報
定
価
を
改
定
す
」、『
公
文
類
聚
』・
第
十
二
編
・
明
治
二

十
一
年
・
第
九
巻
・
文
書
・
出
版
写
真
附
・
公
文
書
式
・
記
録
志
表
・
印
璽

・
受
付
進
献
）
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（
３６
）
明
治
十
七
年
一
月
三
十
一
日
「
内
務
書
記
官
よ
り
文
書
局
長
へ
照
会
」（
日

本
史
籍
協
会
編
『
太
政
官
沿
革
史
』
第
八
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

七
覆
刻
、
一
四
一
〜
一
四
二
頁
）

（
３７
）「
今
般
官
報
発
行
候
に
付
、
従
前
官
省
院
庁
の
達
並
に
告
示
の
儀
は
官
報
に

登
載
す
る
を
以
て
公
式
と
し
、
別
に
達
書
又
は
告
示
書
を
発
付
す
る
に
不
及

候
。
但
内
達
の
類
は
従
前
の
通
可
相
心
得
、
此
旨
相
達
候
事
」（
明
治
十
六

年
五
月
二
十
二
日
・
太
政
官
第
二
十
三
号
達
）

（
３８
）
明
治
十
六
年
七
月
に
発
さ
れ
た
布
告
・
布
達
・
達
・
告
示
は
そ
れ
ぞ
れ
一

・
四
・
五
〇
・
十
四
件
。
明
治
十
七
年
七
月
は
同
様
に
一
・
三
・
五
〇
・
十

二
件
。（『
官
報
』
よ
り
）

（
３９
）「
凡
そ
官
報
に
登
載
し
た
る
も
の
は
新
聞
紙
条
例
に
依
り
記
載
す
る
こ
と
を

得
ざ
る
者
と
雖
も
各
新
聞
紙
に
於
て
其
文
を
抄
録
す
る
こ
と
を
得
」（
明
治

十
六
年
六
月
二
十
二
日
・
太
政
官
第
二
十
一
号
布
達
）。
新
聞
紙
条
例
に
よ

り
掲
載
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
事
項
と
は
、「
式
に
依
り
宣
布
せ
ざ
る
公
文
及

上
書
建
白
請
願
書
は
当
該
官
司
の
許
可
を
得
ざ
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
記
載
す

る
こ
と
を
得
ず
」、「
官
省
院
の
議
事
及
府
県
会
の
傍
聴
を
禁
じ
た
る
議
事
は

詳
略
に
拘
ら
ず
之
を
記
載
す
る
こ
と
を
得
ず
」、「
重
罪
軽
罪
の
予
審
は
公
判

に
付
せ
ざ
る
以
前
に
之
を
記
載
す
る
こ
と
を
得
ず
、
裁
判
官
審
判
の
議
事
及

傍
聴
を
禁
じ
た
る
訴
訟
の
弁
論
は
之
を
記
載
す
る
こ
と
を
得
ず
」、「
陸
軍
卿

海
軍
卿
は
特
に
命
令
を
下
し
て
軍
隊
軍
艦
の
進
退
及
一
般
の
軍
事
を
記
載
す

る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
を
得
」、「
外
務
卿
は
外
交
上
の
事
件
に
付
特
に
命
令

を
下
し
て
記
載
を
禁
ず
る
こ
と
を
得
」（
明
治
十
六
年
「
新
聞
紙
条
例
」
第

三
十
一
号
〜
第
三
十
四
号
）。
こ
れ
ら
の
事
項
で
も
『
官
報
』
に
記
載
さ
れ

れ
ば
一
般
新
聞
紙
で
も
す
べ
て
抄
録
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。

（
４０
）
鈴
木
淳
氏
は
「『
官
報
』
は
月
に
七
五
銭
の
購
読
料
を
支
払
い
さ
え
す
れ
ば
、

だ
れ
で
も
入
手
で
き
た
。
そ
の
希
望
購
読
者
は
当
初
か
ら
義
務
者
を
上
ま
わ

り
、
八
六
年
に
は
希
望
購
読
者
だ
け
で
一
万
人
を
こ
え
て
い
る
」（『
新
技
術

の
社
会
誌
』、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
、
五
四
〜
五
五
頁
）
と
す
る
が
、

「
希
望
購
読
者
」
の
実
態
を
つ
か
み
損
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４１
）
前
掲
（
２８
）
参
照

（
４２
）
明
治
十
六
年
六
月
十
六
日
・
陸
軍
省
達
乙
第
六
十
六
号
達

（
４３
）
元
老
院
で
は
上
局
・
建
白
課
で
各
一
部
、
議
事
課
・
会
計
課
で
各
二
部
、

議
官
席
・
庶
務
課
で
各
三
部
、
調
査
課
で
十
部
、
計
二
十
二
部
を
通
年
で
購

入
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
一
般
新
聞
紙
の
購
入
は
各
紙
一
部
ま
で
に
抑

え
る
よ
う
に
会
計
課
が
求
め
て
い
る
（
明
治
十
六
年
六
月
五
日
条
「
官
報
購

求
諸
新
聞
紙
代
節
減
」、『
元
老
院
日
誌
』
第
三
巻
、
六
〇
九
頁
）。
個
人
と

し
て
は
六
十
名
が
購
読
義
務
を
有
し
た
が
、
そ
の
全
員
が
一
部
の
み
の
購
入

だ
っ
た
。（
明
治
十
六
年
六
月
九
日
条
「
官
報
購
求
者
人
名
等
駅
逓
局
へ
通

牒
」、『
元
老
院
日
誌
』
第
三
巻
、
六
一
三
〜
六
一
四
頁
）

（
４４
）
原
敬
は
文
書
局
の
巡
回
員
と
し
て
明
治
十
六
年
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け

て
岡
山
・
広
島
・
山
口
の
三
県
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
任
務
は
、
地
方
官
庁

か
ら
の
官
報
報
告
の
質
を
高
め
る
よ
う
督
促
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
民
情
視

察
と
い
う
政
治
的
側
面
が
強
か
っ
た
。

（
４５
）『
読
売
新
聞
』
明
治
十
六
年
六
月
七
日

（
４６
）『
官
報
』
の
一
部
売
り
が
な
さ
れ
る
の
は
明
治
二
十
二
年
二
月
九
日
か
ら
で

あ
る
。

（
４７
）
明
治
十
五
年
十
二
月
末
現
在
、
平
均
的
な
官
吏
（
判
任
）
の
平
均
月
俸
が

十
一
円
（『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
よ
り
算
出
）
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
度
に
三
円
の
出
費
は
か
な
り
の
負
担
で
あ
る
。

（
４８
）
明
治
十
六
年
六
月
二
十
日
・
太
政
官
第
二
十
七
号
達
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（
４９
）『
読
売
新
聞
』
明
治
十
六
年
六
月
二
十
八
日
。『
時
事
新
報
』
で
は
六
月
二

十
九
日

（
５０
）
明
治
十
六
年
八
月
二
日
『
読
売
新
聞
』「
読
売
雑
譚
」
欄
（
社
説
）
に
よ
れ

ば
、「
当
初
官
報
の
発
行
あ
る
時
は
、
多
少
府
下
の
各
新
聞
紙
に
関
係
し
中

に
就
て
我
読
売
新
聞
の
如
き
は
別
に
政
論
と
掲
げ
ず
大
政
府
の
布
告
布
達
類

を
登
載
し
普
く
江
湖
に
報
ず
る
を
以
て
第
一
の
目
的
と
す
る
が
故
に
最
も
影

響
を
蒙
る
べ
し
と
予
想
し
密
に
憂
慮
し
た
り
き
、
然
る
に
幸
い
に
し
て
既
に

官
報
の
発
行
あ
り
て
よ
り
一
ヶ
月
と
経
る
と
雖
も
更
に
看
客
の
減
少
す
べ
き

模
様
も
な
き
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
編
輯
の
順
序
等
頗
ぶ
る
都
合
よ
く
、
然

も
看
客
に
報
道
す
る
の
遅
速
毫
も
以
前
に
変
ら
ざ
る
は
欣
喜
に
堪
え
ざ
る
処

な
り
」
と
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
『
官
報
』
に
購
読
者
を
奪
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、『
官
報
』
記
事
の
抄
録
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、

『
官
報
』
が
重
要
な
情
報
源
と
し
て
一
般
新
聞
紙
に
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。

『
東
京
日
日
新
聞
』
の
福
地
源
一
郎
は
、「
明
治
十
八
年
の
春
初
に
際
し
得

意
の
名
簿
を
検
査
し
て
官
報
発
行
前
に
比
較
し
た
り
し
に
官
吏
の
得
意
は
十

分
の
四
強
を
減
じ
」
た
と
、
官
吏
の
購
読
者
が
激
減
し
た
こ
と
を
嘆
い
て
い

る
（「
新
聞
紙
実
歴
」、『
懐
往
事
談
』、
二
四
五
頁
）。
一
般
新
聞
紙
は
各
紙

に
よ
っ
て
購
読
者
層
が
異
な
り
、『
官
報
』
の
影
響
を
単
純
に
比
較
す
る
の

は
難
し
い
。

（
５１
）
定
期
購
読
の
途
中
解
約
は
可
能
だ
っ
た
た
め
、
解
約
す
る
者
が
現
れ
た
た

め
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
般
購
読
者
の
購
読
期
間
は
「
適
宜
た
る
べ
し
」
と

な
っ
て
い
た
も
の
の
、
事
務
の
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
最
短
五
部
（
五
発
行

日
）
単
位
で
購
読
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
七
月
六
日
（
第
五
号
）
か

ら
七
日
（
第
六
号
）
に
か
け
て
一
八
五
部
減
っ
て
い
る
の
は
、「
様
子
見
」

の
購
読
者
が
契
約
を
継
続
し
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み

に
、
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
は
「
購
読
権
の
譲
渡
」
と
い
う

形
で
の
み
解
約
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
発
行
部
数
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
く

な
っ
た
。

（
５２
）
義
務
購
読
者
で
あ
れ
ば
代
金
が
未
納
で
あ
っ
た
者
に
も
『
官
報
』
を
送
っ

た
が
、
刊
行
直
前
の
慌
し
さ
の
中
で
入
金
の
確
認
を
す
る
時
間
的
余
裕
が
な

か
っ
た
た
め
、
送
り
つ
け
た
相
手
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
と

い
う
。（
明
治
十
八
年
六
月
二
十
五
日
・「
十
六
年
度
未
納
官
報
代
価
之
義
に

付
上
申
」、『
公
文
録
』・
明
治
十
八
年
・
第
百
巻
・
農
商
務
省
第
一
）

ま
た
、
明
治
十
八
年
二
月
の
売
捌
額
四
二
一
五
円
余
り
の
内
、
同
九
月
の

段
階
で
一
二
一
五
円
余
り
が
未
回
収
だ
っ
た
。（
明
治
十
八
年
九
月
二
十
八

日
・「
官
報
に
掲
載
す
る
府
県
公
報
の
手
数
料
徴
収
廃
止
の
件
」、『
公
文

録
』・
明
治
十
八
年
・
第
六
巻
・
明
治
十
八
年
八
月
〜
十
月
・
太
政
官
内
閣

書
記
官
局
〜
修
史
館
）

（
５３
）
元
老
院
全
体
の
購
入
部
数
は
二
十
二
部
、
そ
の
一
年
分
の
代
価
一
九
八
円

を
一
括
し
て
納
入
し
て
い
る
。（
明
治
十
六
年
六
月
五
日
条
「
官
報
購
求
諸

新
聞
紙
代
節
減
」、『
元
老
院
日
誌
』
第
三
巻
、
六
〇
九
頁
）

（
５４
）
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
・「
布
告
布
達
を
官
報
に
登
載
す
る
を
以
て

公
式
と
し
並
に
官
報
購
読
義
務
者
中
郡
区
長
を
郡
区
役
所
に
更
う
る
の
件
上

申
」（『
公
文
録
』・
明
治
十
八
年
・
第
八
巻
・
明
治
十
八
年
十
二
月
・
内
閣

・
内
閣
書
記
官
室
・
官
報
・
賞
勲
・
鉄
道
・
修
史
館
）

（
５５
）
表
１
参
照
。
明
治
十
七
年
の
数
値
を
採
用
。
上
申
書
と
調
査
日
が
異
な
る

た
め
、
数
値
は
あ
く
ま
で
近
似
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
５６
）『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
よ
り

（
５７
）
戸
長
役
場
を
除
い
た
半
義
務
講
読
部
数
・
民
間
講
読
部
数
の
最
小
値
を
千
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部
と
仮
定
し
た
。

（
５８
）
明
治
十
二
年
二
月
十
四
日
・
太
政
官
第
九
号
達
。「
布
告
・
達
類
頒
布
員
数

の
儀
、
明
治
八
年
九
月
第
百
六
十
三
号
を
以
て
相
達
し
置
候
処
、
自
今
左
の

通
改
定
候
条
、
此
旨
相
達
候
事
。
布
告

本
庁
十
部
宛
、
支
庁
二
部
宛
、
郡

区
役
所
二
部
宛
、
警
察
署
一
部
宛
」。
こ
の
規
定
に
従
い
配
付
さ
れ
る
べ
き

部
数
は
上
申
書
資
料
に
よ
れ
ば
二
一
八
二
部
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
四
五
五

二
部
配
付
さ
れ
て
い
た
。

（
５９
）『
府
県
公
報
』
は
明
治
十
八
年
七
月
か
ら
、『
法
令
全
書
』
は
明
治
十
九
年

一
月
か
ら
（
創
刊
の
上
申
書
が
出
さ
れ
た
の
は
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
三

日
）、『
官
報
』
附
録
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。

（
６０
）
明
治
十
九
年
一
月
九
日
・
東
京
府
甲
第
七
号
布
達

（
６１
）
明
治
十
九
年
一
月
九
日
・
東
京
府
甲
第
八
号
布
達
。
東
京
府
は
戸
長
役
場

の
数
が
他
府
県
に
比
べ
て
少
な
く
、
経
済
的
負
担
が
小
さ
く
て
す
む
と
い
う

側
面
も
あ
っ
た
。

（
６２
）
明
治
二
十
一
年
十
二
月
三
日
「
官
報
定
価
を
改
定
す
」（『
公
文
類
聚
』・
第

十
二
編
・
明
治
二
十
一
年
・
第
九
巻
・
文
書
・
出
版
写
真
附
・
公
文
書
式
・

記
録
志
表
・
印
璽
・
受
付
進
献
）

（
６３
）
佐
々
木
隆
『
メ
デ
ィ
ア
と
権
力
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
）
一
一
五

〜
一
一
六
頁
。
小
新
聞
で
あ
る
『
読
売
新
聞
』
の
月
極
め
定
価
は
二
八
銭
。

紙
面
内
容
だ
け
で
な
く
、
価
格
帯
に
つ
い
て
も
大
新
聞
と
小
新
聞
が
接
近
し

つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
６４
）
表
１
参
照
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